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農地転用許可と開発許可等と関連して法令に定めるところにより許可、認可、関係機関の議決等を要する場合要件が整わ
なければ転用許可が下りません。農地転用申請は他法令の許可等と併せて申請してください。

農地転用関係許可申請添付書類令和７年度

譲受人の印鑑登録証明書　※法人の場合は履歴事項全部証明もしくは定款も提出 1 1

申請地への進入路の土地所有者が申請人ではない場合は土地所有者の通行同意書、もしくは通行地役権を登
記した土地登記簿謄本

1 1

建築条件付き売買予定地の場合は自ら建築する場合の標準的な建物の平面・配置図（汚水処理施設は要表
示）及び建築面積求積図、全ての区画が売れ残った場合に全区画を建築する経費及び資金の証明、確約
書、事業計画書（宅建取引業免許証、建設業許可証を添付）、行程表、土地売買契約の一般的な契約書案
（契約解除の規定が盛り込まれているもの）

1 1

農地以外の土地と一体利用する事業計画の場合は当該土地の土地登記簿謄本（事項証明書） 1 1

土地の相続が未登記の場合は申請人が権利者であることが確認できる相続系譜図、戸籍謄本、遺産分割協
議書

1 1

１．許認可の申請したことを証する書面（許認可証の写し、又はこれを証する書面及び協議書）

（例）宮古島市景観条例、都市計画法、赤土等流出防止条例、沖縄県土保全条例、沖縄県立自然公
園条例、宮古島市地下水保全条例、文化財保護条例   ※別紙、他法令事前確認事項

建売住宅、宅地分譲の場合は宅建取引業の免許証の写し　宅地分譲は(9)も含む。 1 1

申請者は行政書士、又は申請者の親族(二親等)まで、法人は社員であるものが分かる書類 1 1

他法令に定める許可、認可、関係機関の決議書要する場合において、これを了しているときは、そ
の旨を証明する書類(則第47条、則第57条)

1 1

申請地が土地改良区域内の場合は土地改良区の意見書　　　※宮古土地改良区 1 1

申請地が土地区画整理事業区域内の場合は仮換地証明及び仮換地図 1 1

移住計画書（島外の申請者が住宅等を建設する場合） 1 1

【必要に応じて提出する書類(申請人の責任において必ず確認してください。)】

代替地検討書（検討した土地の位置図も添付）　※検討地には原野・宅地も含めてください。 1 1

資金計画書 ※資金の証明となる残高証明書・融資証明書等、経費の証明となる見積書等・土地売買
契約書等の添付は必須 ※証明書の日付は提出日の３ヶ月以内

1 1

設置事業計画書　※一般個人住宅、共同住宅の場合は不要 1 1

関連図面（申請地の位置図、建物の平面図・立面図・配置図（汚水処理施設は要表示）・行程表・駐車場
の配置図　※建物等は建築確認申請と同等の図面

1 1

公図　※法務局　　※直近の公図とする。 1 1

申請に係る土地が所有権の移転、権利の設定で分筆・地目変更等の登記手続きが生じる場合には法務局に
提出する地積測量図を添付すること。

1 1

1 1

(４)

土地登記簿謄本（事項証明書）　※法務局　※直近の登記簿謄本とする。

1 1
 ※土地所有者の現在の住所と土地登記簿謄本記載の住所が異なる場合、同一人であることを確認出来る書
類を添付。 両方の住所の記載がある住民票、戸籍の付票など。

その他 申請書の日付けは必須、登記簿・公図・印鑑登録証明書は提出日の３ヶ月以内のものを提出してください。

申請内容により確認のための資料を上記以外に別途要求する事があります。

申請日の締切日は、毎月２０日の午後３時まで（土日祝日等の閉庁日にあたっては翌開庁日）になります。

宮古島市農業委員会

TEL:79-7811　FAX:73-2692

 ◎農地法第５条関係 原本 ｺﾋﾟｰ

【５条申請】

農地法第５条の規定による許可申請書　※譲渡人・譲受人が複数の場合はその分追加 3 －

譲渡人の印鑑登録証明書　※法人の場合は履歴事項全部証明もしくは定款も提出


